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号

外

四�
令

和

四

年

三

月
二
十
九
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

一

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

生
活
安
全
総
務
課)

二

○
交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(
地

域

課)

二

規

則

岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号

岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
二(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

証
明
書
等｣

を｢

証
明
書｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢確

認
済
証
の
交
付
｣

を｢
確
認
済
証
の
交
付

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号

岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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岐

阜

県
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
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当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日



� � �
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岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢で

き
ま
す
｣

を｢で
き
ま
す
｡
な
お
､
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
つ
て
も
､
処
分
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る

と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢確

認
済
証
の
交
付
｣

を｢
確
認
済
証
の
交
付

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
第
一
号
ニ
中｢(

婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
削
り
、｢

第
二
十
六
条｣

を｢

第
二
十
五
条｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
三
号
中｢

第
二
十
四
条
第
一
項｣

を｢

第
二
十
三
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
削
り
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を

一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
中｢

第
二
十
四
条｣

を｢

第
二
十
三
条｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢第
27条
｣

を｢第
26条
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
九
号)

附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定

又
は
同
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ

る
改
正
前
の
民
法(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
七
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
成
年
に

達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
十
八
歳
未
満
の
者
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
未
成

年
者
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会

規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
表
海
津
の
部
南
濃
同
の
項
中｢

南
濃
町
徳
田｣

の
下
に｢

、
南
濃
町
津
屋
、
南
濃
町
志
津

新
田
、
南
濃
町
志
津
、
南
濃
町
太
田
、
南
濃
町
松
山
、
南
濃
町
吉
田
、
南
濃
町
安
江
、
南
濃
町
境
、
南

濃
町
田
鶴｣

を
加
え
、
同
表
養
老
の
部
署
所
在
地
同
の
項
中｢

高
田｣

の
下
に｢

、
高
田
馬
場
町｣

を

加
え
る
。

別
表
三
の
表
海
津
の
部
太
田
同
の
項
及
び
南
濃
北
同
の
項
を
削
り
、
同
表
山
県
の
部
乾
同
の
項
中

｢

佐
野｣
の
下
に｢

、
椿｣

を
加
え
、
同
部
美
山
同
の
項
中｢

、
椿｣

を
削
り
、
同
表
多
治
見
の
部
共

栄
同
の
項
中｢
同

市
高
田
町
四
丁
目｣

を｢

同

市
小
名
田
町
二
丁
目｣

に
、｢

小
名
田
町
可

郷｣

を｢

小
名
田
町
可
児
郷｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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